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No.12 和泉川流域水循環再生行動計画 

計画の 

概要 

①計画名、策定年月：和泉川流域水循環再生行動計画、平成１４年４月 
②対象流域または対象行政区界：神奈川県 和泉川流域 
③策定の枠組み：策定主体 横浜市下水道局総務部経営企画課 

     横浜市下水道局河川部河川計画課 

検討主体 和泉川流域水循環再生推進会議 

検討期間 平成１３年～平成１４年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成 14 年 3月当時の横浜市の組織編成による  
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策定の背

景、目的 

①背景 

『横浜市では、平成７年度から和泉川流域をモデル流域として、関係部局より構

成された「和泉川水循環再生流域協議会」を設置し、水循環に関わる課題や水循環

再生のための計画目標ならびに基本的な施策について検討し、その成果として平成

１０年３月に「和泉川流域水循環再生構想」を策定いたしました。 
一方、平成１１年１０月に策定された、水循環に関する総合的な整備方針を定め

た「水環境マスタープラン」に基づき、平成１３年度より関係部局による「和泉川

水循環再生推進会議」を設置し、具体的な取り組みの検討をすすめ、ここに和泉川

流域における水環境行動計画として「和泉川流域水循環再生行動計画」（案）を策

定しました。 
今後、この行動計画（案）に基づき、関係部局が連携しながら水循環再生のため

の諸施策及び総合的な水環境施策を進めてまいります。』 
 

②計画の基本理念・目標 

「和泉川流域水循環再生構想」では、水循環再生の基本理念や基本方針に対して

一般市民の人々にも、それらの認識が共有できるよう、以下のとおり客観的評価と

して水循環再生の計画目標を定めている。 
・「過去」（昭和３０年代）の水量、水質を再生する。 

・「過去」の清澄な湧水を再生する 

また、単に「川の水量や水質を豊かにする」といった発想ではなく、流域を広く

覆う関東ロームという「自然の浄化装置を活かした循環型のまちづくり」を推進す

ることを基本理念として掲げている。 
 

③計画期間 

水循環再生の計画目標の実現は概ね４０年後を目途とし、行動計画の段階的整備

目標を１０年後（２０１０年）とする。 

現況把握 流域（行政区域）の現況 

流域面積：１１.５ｋｍ２ 

流路延長：１１.５ｋｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[No.12 和泉川流域水循環再生行動計画]



 1-66

課題 ①平常時の水量確保と汚濁制御 

まずは川に水量があることが重要である。川の水質は以前に比べ、だんだん良く

なっている状況にある。 
②地下水・湧き水の保全 

湧き水は流域において、ワサビや米等の農業用に使われている。また、沿川の崖

地では野菜を洗ったり、スイカを冷やすのに井戸水が使用されている。最近では、

沿線の斜面緑地までもが開発されつつある。 
③生態環境の保全 

流域の森ではゲンジボタルが生息している場所があるが、全滅してしまった場所

もある。 
④洪水被害 

河川改修後で洪水被害は減ったが、地表面のアスファルト化・コンクリート化に

より、雨が降ると一気に激流が川に流れて、その後水はすぐに引けてしまう。 
⑤環境教育 

より多くの住民に環境問題を理解させることが重要であり、源流や湧水などの水

環境が、和泉川に関心をもたせるきっかけとなると考えられる。 
 

対策の 

方針 

対策の基本方針 

『「和泉川流域水循環再生構想」では、和泉川流域の水環境上の課題等を踏まえ、

以下にしめす基本方針を定めています。基本方針に基づき、流域での水循環に係わ

っている行政、市民、企業等が協働し、和泉川流域の健全な水循環再生を目指しま

す。』 
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具体的対

策の概要

と評価 

①具体的対策の概要 

1)緑のオープンスペースの確保 

・農地の保全 ・樹林地の保全 

・公園の整備 ・住宅地、公共施設等の緑化推進 

2)雨水浸透施設の設置 

ｱ)一般住宅への雨水浸透施設の設置 

・雨水浸透施設の設置ＰＲ、指導 

・住宅新築、改築時の浸透施設設置のお願い 

・接続雨水浸透ますの設置 ・普及のための取り組み 

ｲ)道路への雨水浸透施設の設置 

・浸透性舗装の整備 ・雨水浸透施設の設置 

・普及のための取り組み 

ｳ)学校施設への雨水浸透施設の設置 

・雨水浸透施設の設置 

ｴ)その他公共施設等への雨水浸透施設の設置 

・新築または改築時の公共施設に対する雨水浸透施設の設置及び指導 

・既存の公共施設に対する雨水浸透施設の設置及び指導 

・新築または改築時の商工業、業務施設に対する雨水浸透施設の設置及び協

力依頼 

・既存の商工業、業務施設に対する雨水浸透施設の設置及び協力依頼 

・普及のための取り組み 

3)雨水貯留施設の設置 

ｱ)学校施設への雨水浸透施設の設置 

・雨水貯留施設の設置 

ｲ)その他公共施設等への雨水貯留施設の設置 

・宅地開発等における雨水貯留施設の設置指導 

・宅地開発等における雨水貯留施設の浸透化の検討 

4)下水道設備と水洗化率の向上 

・公共下水道の整備 ・公共下水道への接続 

5)水を活かした地域づくり 

ｱ)河川整備の促進 

・河道改修 ・河川浄化施設の維持管理 

ｲ)下水道整備と浸水空間整備 

・流域内水路モデル地区の整備推進 

ｳ)湧水の保全・活用 

・湧水・保全活用モデル地区での施策の推進 

6)市民との協働による水循環再生への取り組み 

・雨水浸透ますの設置 ・水辺整備 

・樹林地・農地の保全活用 ・緑化の推進 
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②実施スケジュール 

上記のうち一部の施策では、年次計画として「平成１２年末時点」「平成１８年

（２００６年）」「平成２２年（２０１０年）」に分類して行動計画を定めている。 
 

③対策効果の評価 

対策効果の評価については、観測モニタリングを、現在行われているものを継続

するとともに、市民、ボランティア団体、企業が一体となって行うことのできる住

民参加型のモニタリング体制を検討する。 
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 水文観測の状況を以下の図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定時の

住民の関

わり 

懇談会等の開催 
和泉川地域懇談会やモデル地区におけるイベント、ワークショップなどを開催し

た。 
・東野モデル地区イベント「東野 雨を大地に戻そうキャンペーン」 
・東野モデル地区ワークショップ「出乳神さまを探そう」 
・相沢小学校 環境学習ワークショップ「小川アメニティを考えよう」、「水循環

再生のまとめと小川アメニティ工事の参加について」 
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